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第 18号 

発行日 2011 年 12 月 15日 

クライアント様 紹介コーナー 

☆ ＨＯＰの輪 今後の活動予定 ☆ 
 
 

◎ 2 月 14 日 (火) ＨＯＰ × 資金調達 
 

 当日は、都市銀、信金、金融公庫の方をお招きして、各金融

機関ごとの会社の見方をお聞きし、賢い融資の利用法を勉強し

ます。 

 参加者は、数名のグループに分かれ、ディスカッション形式

で、理解をより深めます。 

クライアントに寄り添う資産運用コンサルティング 

ＧＡＩＡ株式会社 
 

商品の内容が良く分からない保険、思うように利益を生まない

株式、もう塩漬けにするしかない投資信託、為替の予測を見誤り

動かせなくなった外貨、利息にうんざりする住宅ローン…。いっ

たい誰の薦めで購入したのでしょう？保険会社、証券会社、銀行

等それぞれの担当者がそれぞれの立場で提案してきたもの、また

は付き合いで契約したものが多く、自分が本当に納得して資産運

用や契約したものは実は少ないのではないでしょうか？ 

 ＧＡＩＡは、ひとつの窓口で、保険、証券、外貨、ローン等、

クライアントのお金にまつわる問題をトータルでサポートする

ファイナンシャル・プランナー事務所です。クライアントの資産

運用の目的を明確にし、そのニーズに即した「資産全体の最適化」

を提案します。個々の金融機関に属さないことから、彼らを「独

立系ＦＰ(ファイナンシャル・プランナー)」といいます。 

 様々なお金の問題に総合的に相談に乗ってくれるパートナー

とのミーティングを経て、納得して資産運用できたら…、そんな

思いを抱かれた経験はないでしょうか？まだまだ日本では新し

い独立系ＦＰサービスが、 

ＧＡＩＡにはあります!! 
 

ＧＡＩＡ株式会社 
ＴＥＬ ： ０１２０－０３－３７０４ 

営業時間 ： ９：００～２０：００ 

住所 ： 東京都中央区小船町１３－１０ ＭＭＤプラザ３階 

 スタッフコラム             
五十嵐 史花  

 

 はじめまして。５月に入社しました五十嵐です。仕事にもなん

とか慣れてきて、あっという間に過ぎていく毎日です。 
 そこで、改めて重要だと感じたのが「時間管理」の大切さです。 
 限りある自分の時間をどう効率的に使うか。社会人なら誰もが

悩むことですよね。 
 そもそも人間の集中の仕方には２種類のタイプがあるのだそ

うです。ひとつは、時間があっという間に過ぎるような集中のタ

イプ。もうひとつが、アスリートがよく体験する、時間がゆっく

りと流れる中で、周囲の状態を正確に感じながら、冷静に判断が

できるような集中のタイプです。 
一日の時間管理においては、取り組んでいる仕事に合った集中

の仕方を選んで、全体のバランスを取ることが大事だと思いま

す。私自身、時間管理について悩みが尽きないのですが、試行錯

誤して、自分なりの時間管理を身に付けていきたいですね。 

第３回 

「そうだったのか！！ 

源泉所得税」 
 

 １２月に入り、相談室には年末調整に関する相談が多く寄せら

れています。そもそも、この年末調整では何を調整しているので

しょうか？ …そう、「源泉所得税」ですね。今回は知っている

ようで知らない源泉所得税について解説して行きます。 
 

＜ 源泉所得税の仕組み ＞ 

所得税法では、その年の所得に

対する税金を自らが申告・納税す

る申告納税制度を採用していま

すが、その“補充手段”として併

用されているのが源泉徴収制度

です。 

源泉徴収は、その年の税金の

「前払い」の性質を有していま

す。そして、年末調整や確定申告

で確定したその年の税額よりも、

源泉徴収された税額が少なけれ

ば差額を納付し、逆に、多ければ

差額が還付されるという仕組み

になっています。 
 

＜ 源泉徴収の範囲 ＞ 
 

源泉徴収の対象となる所得は多岐に渡ります。実務で毎月のよ

うに登場するのは「給与等」に該当する所得ですね。このほかに

「退職金」も源泉徴収の対象になります。また、実務で見落とし

がちなものとして「報酬・料金等」に該当する所得があります。

中でも以下のものはよく出てくるので、覚えておいて損はないで

しょう。 
 

① 原稿料・講演料・デザイン料 

② 弁護士・税理士・社労士・司法書士等への報酬 
 

『あれ？源泉の対象に税理士への報酬も含まれているのに、Ｈ

ＯＰさんへ報酬を支払う時に、源泉徴収していませんよね？』 
 

イイ質問ですねぇ。源泉徴収の対象となるのは個人に対するも

のに限定されます。したがって、税理士への報酬であっても、税

理士法人に対するものは、源泉徴収の対象とはならないのです。 
 

＜ 源泉所得税の納期限 ＞ 
 

源泉所得税は、これに係る支払いが行われた月の翌月 10 日ま

でに納付することが原則とされています。ただし、給与の支給人

員が常時９人以下である源泉徴収義務者は、事前に税務署に届出

をすることにより、一部の源泉所得税について、７月と１月に半

年分をまとめて納付することもできます。 

闘う税理士 小川 の 
 

 
 

ホノルルマラソンは、午前５時のまだ真っ暗の中、花火の打

ち上げと共にスタート！「フルマラソンを走ると人生が変わる」

という方もいて、ワクワクのスタート。しかし４２キロ走るの

で、苦しくないはずもありません。 

苦しくなった時は、沿道から応援し 

てくれる方に手を振り、「Aloha」と 

言って笑いかけると、不思議と元気 

が湧いてきます。立ち止まらなけれ 

ば必ずゴールに到着する。マラソン 

は人生の縮図のようなものでした。 

３人とも見事完走(笑) 

 

 

 

 
年末調整 

 

 

 

 
 

納付・還付   源泉徴収 
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左から、小川、玉海力河邉社長、星川 
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